
宮城県中小企業等再起支援事業申請書類チェック表 

（各項目のチェックを行い，申請書類と一緒にご提出ください。） 

 

 

□←申請者は以下について確認し，了承の上，本補助金に申請します。（※チェックが無い場合，補助金
を受給できません。） 

○ 既に納品・支払いが完了している事業についても，補助要件等の審査や予算の上限などにより，「不採択」または

「補助金交付額を減額」する場合があります。 

○ 本補助金はこの「実施の手引き」等に基づき，「予算の範囲内」で募集するため，結果的に申請された事業計画の

とおり採択することができない場合があります。その結果，万が一，申請者等に損失や不利益等が発生した場合で

も，補助金事務局で補償等を行うことはできませんので，その旨ご理解・ご了承の上，事業の実施や申請等について

ご判断していただきますようお願いします。 

 

□←申請者は以下のいずれかに該当します。（※チェックが無い場合，補助金を受給できません。） 

(１)県内に本店，または，住所を有する中小企業・小規模事業者（個人事業主を含む） 

(２)県内に主たる事務所を有し，一定の要件（※）を満たす特定非営利活動法人（NPO法人） 

※特定非営利活動法人が対象となる場合の要件 
①法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される 34 事業）に係る取組を行っていること。 
②中小企業支援法第２条第１項で規定される中小企業者のうち，第２号の２「サービス業」の常時使用する従業員 
の基準以下（１００人以下）の法人であること。 

③認定特定非営利活動法人でないこと。 

 

□←申請者は以下のいずれにも該当しません。（※チェックが無い場合，補助金を受給できません。） 

(１)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第５項に規定する「性風 
俗関連特殊営業」を営む者 

(２)社会福祉法人，一般・公益社団法人，一般・公益財団法人，医療法人，学校法人，宗教法人，系統出荷による収入 
のみである個人農業者（個人の林業・水産業者についても同様），農業組合法人，任意団体，創業予定者 

(３)みなし大企業（大企業である親会社から出資を受けているなど，実質的に大企業の支配下にある会社）と認めら 
れる者 

(４)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団又は暴力団員等に 
該当する者 

(５)県税に未納がある者 

 

□←申請する事業は，国，県，市町村の他の補助金（例：持続化補助金，ものづくり補助金）を受けて 
実施する事業ではない。（※チェックが無い場合，補助金を受給できません。） 

 

 

 

申請書類送付前に，書類の有無を以下のチェックリストでご確認の上，必ず☑を入れてください。 

№ 申請書類の区分 提出書類 

1 補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 有□ 

2 事業計画書（様式第１号の２） 有□ 

3 収支精算書（様式第１号の３） 有□ 

4 明細書（別紙） 有□ 

5(※) 

①売上高等が３０パーセント以上減少していることの報告書（様式第１号の４の１） 有□ 

②売上営業利益率が減少していることの報告書（様式第１号の４の２【法人の場合】） 有□ 

③売上営業利益率が減少していることの報告書（様式第１号の４の３【個人事業主の場合】） 有□ 

6 
売上高，営業利益率の根拠となる資料 

（確定申告書控えなどが必要となります。詳しくは手引きの９ページをご参照ください。） 
有□ 

7 暴力団排除及び県税納付に関する誓約書（様式第１号の５） 有□ 

8 
補助金の対象経費として取得した物品等の金額がわかる契約書，納品書及び領収書等の写し 

詳しくは手引き 12 ページ【書類整理の方法】をご参照ください。 
有□ 

9(※) 
「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表している場合は，宣言の写し 

（対象者のみ。詳しくは手引きの 2 ページをご参照ください。） 
有□ 

10 
取得財産等管理台帳（様式第２号） 

（取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の物品等を購入した場合のみ。） 
有□ 

11 口座振込依頼書 有□ 

12 賃上げ環境の整備に向けた取り組みに係る調査表 有□ 

13 申請書類チェック表(本紙) 有□ 

※No.5 ：①～③のいずれかを提出ください。 
※No.9:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト ＵＲＬ：https://www.biz-partnership.jp/ 
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